
事  調 第  ８ ９ ４  号

令和元年(2019 年)１１月８日 

各（総合）振興局産業振興部長 様 

農政部農村振興局事業調整課長 

「平成24年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行 

の運用について」の一部改正について（通知） 

このことについて、別紙のとおり改正し、積算基準日が令和元年１２月１日

以降の工事から適用することとしたので通知します。 

事業管理グループ 

設計施工グループ 



平成24年度補正予算等の執行における積算方法に関する試行の運用について（通知） 

平成25年４月25日事調第150号

各（総合）振興局産業振興部長あて事業調整課長 

最終改正 令和元年(2019号)11月8日 事調第894号 

このことについて、「平成24年度補正予算等の執行における積算方法に関する試行につい

て」（平成25年３月15日付け事調第1253号）により通知しておりますが、積算方法等に関す

る試行の運用を次のとおりとするので、適切に事務処理願います。 

記 

１ 遠隔地からの建設資材調達にかかる設計変更についての運用 

（１）調達地域の変更による設計変更について

「地域」の資材は「地域」内から調達することを基本とし、「地域」内から調達

することが困難となりやむを得ず「地域」外から調達せざるを得なくなった場合に

おいて設計変更を行う。 

（２）調達地域の変更による設計変更手順等

ア 受注者は資材を遠隔地から調達する変更をしたい場合は、変更としたい資材及

び理由を「工事施工協議簿」に記載するとともに次の必要な資料を添付し監督員

と協議する。

(ア) 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由（地域内に建設資材が無い旨

を証明する資料） 

(イ) 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格・形状及び製造・生産

工場の名称及びそれを証明する資料（「品質規格証明書」等） 

(ウ) 製造・生産工場を選定した理由（調達出来る最低価格であることを証明す

る資料） 

(エ) 輸送起点・経路図

(オ) 見積書

(カ) 資材を遠隔地から搬入する前までの出来高数量

(キ) その他、監督員が必要と思われる事項

イ 発注者は、提出された資料をもとに変更内容について承諾する場合は「工事施

工協議簿」に押印し受注者に通知する。（押印は、整備課長又は農村振興課長、

出張所等は所属長（以下「担当課長」という。）、会社責任者まで押印する。）

ウ 受注者は、購入費及び輸送費にかかる協議を了し、その使用した建設資材につ

いて様式３に記載し原本提示の上、次の書類を監督員へ提出する。



(ア) 取引価格が証明出来る資料（契約書等）の写し 

(イ) 使用証明資料（納品書等）の写し 

(ウ) 上記の提出資料は、次の項目について記載されていなければならない 

受注者名、納品者名、本工事の契約事業名、使用資材名、規格・形状、使

用（納品）日、使用（納品）数量 

エ 発注者は、原本と写しが同一であるか確認し、全ての資料が整った後、設計変

更手続きを行う。その場合、設計対象数量は設計数量（割増を含む）とし、変更

単価は地域の実勢価格と取引価格のいずれか安価な単価とする。 

（３）単品スライドについて 

遠隔地からの建設資材調達に係る場合であっても、工事請負契約書第２２条第５

項（以下「単品スライド条項」という。）の規定に基づく請負代金額の変更を請求

することができる。 

単品スライド条項による請負代金額の変更をする場合は、事前に遠隔地からの建

設資材調達に係る設計変更を行った後に、単品スライド条項の設計変更を行う。 

（４）留意事項 

   ア 対象資材の規格は、当初契約締結時の規格とする。ただし、発注者との協議に

より、規格の変更が承認された資材については、承認後の規格とする。 

イ 取引価格が証明出来る資料（契約書等）や使用証明資料（納品書）等で必要事項

が確認出来ない場合又は原本の提示がない場合等、工事現場に納入したことを証

明する資料として適切でないと判断される場合には、契約変更の対象としない。 

 

２ 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更についての運用 

（１）地域外から労働者確保に要する間接費の設計変更について 

労働者を確保することが困難となり、やむを得ず労働者確保に要する方策を変更

せざるを得なくなった場合において設計変更を行う。 

（２）率に含まれる間接費 

「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」は次に示す費用と

する。  

 営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費 

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 

 

 

 

 

 

 



項目 率分に含まれる主な対象項目 

共通仮設費 

（営繕費） 

借上費 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地

借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸し

ビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用 

宿泊費 ○労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要する費用 

労働者送迎

費 

○労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送

含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費

等を含む） 

現場管理費 

（労務管理

費） 

募集及び解

散に要する

費用 

○労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費及び解散手当 

賃金以外の

食事、通勤

等に要する

費用 

〇労働者の食事補助 

・労働者の早出、残業時の食事費等（事業主負担分）、食事補助

費 

○交通費の支給 

・会社から現場、あるいは現場から現場までの交通機関等の実交

通費用に応じて支給される手当 

・遠隔地での工事等で、労働者個人が立替払いした旅費の支弁に

当たる手当 

 

（３）設計変更の対象とする「実績変更対象費」の内容  

ア 労働者 

実績変更対象費は「労働者（注１）」の確保に要する費用とし、「社員等従業員

（注２）」の確保に要する費用は対象外とする。 

注１_労働者とは、直接、肉体的もしくは技能的労働に伴って工事施工に従事する

者。（普通作業員、世話役、重機オペレータ、鉄筋工、とび工、石工、配管工、

大工、左官、電工等） 

注２_社員等従業員とは、次の事項に該当するものをいう。 

・元請者あるいは下請者が、恒常的な業務に従事させるために雇用し、そのため

に必要な知識・技能を有する者（例_現場代理人、監理（主任）技術者、現場管

理を行う技術員等） 

・特定の業務、あるいは臨時の業務に従事させるために、雇用、現業員、技能員、

補助員等の名称で雇用し、そのために必要な知識・技能を有する者（夜警員、

倉庫番、食事係、連絡者運転手、事務員等） 

 

 



イ 借上費

(ア) 対象とする費用は、建物を建築する代わりに貸ビル、マンション、民家等を

長期借上げした場合に要した費用とする。なお、賃貸借契約書に記載されて

いる礼金その他賃貸借契約に要する費用も対象とする。ただし、敷金は対象

外とする。

(イ) 受注者は、様式２－１に(ア)に要した費用等を取りまとめ、賃貸借契約に係

る契約書の写し及び借上げに要した費用の領収書等の写しを添付し、監督員

に提出すること。

ウ 宿泊費

(ア) 対象とする費用は、労働者が旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用と

する。ただし、１泊当りの宿泊費は、食事代（夕・朝食）を除いた額とする。

(イ) 受注者は、様式２－２に(ア)に要した費用等を取りまとめ、宿泊費に係る領

収書等の写しを添付し、監督員に提出すること。なお、領収書等については、

宿泊した労働者ごとに提出すること。

(ウ) １泊当りの宿泊費の上限額は、6,909円（消費税及び地方消費税相当額（以

下「消費税等」という。）を除く。）とする。

エ 労働者送迎費

(ア) 対象とする費用は、労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水

上輸送含む）をするために要した費用（運転手賃金、車両損料（賃料）、燃料

費等を含む）とする。 

(イ) マイクロバス等は、受注者が労働者を送迎するために専用に手配したものを

対象とする。 

(ウ) 自社のマイクロバス等を使用した場合の車両損料は、次式により算出するも

のとし、損料単価については、次を上限とする。 

車両損料額＝走行時間（時間）×損料単価（１時間当り） 

上限損料単価；土地改良事業等機械経費積算基準（昭和57年4月1日付け

設管第189号農地開発部長から各支庁長あて）により算出した額 

(エ) 賃料（リース）で長期契約の場合は領収書等の費用のうち、実使用日数分の

みを対象とする。ただし、損料単価と比較を行い、損料単価を上限とする。 

(オ) 受注者は、様式２－３－１及び様式２－３－２に(ア)に要した費用等を取り

まとめ、運転手に支給した賃金等が把握できる調書(受領書)等の写し及び燃料

費等に係る領収書等（車両が確認できる資料）の写しを添付し、監督員に提出

すること。 

オ 募集及び解散に要する費用

(ア) 対象とする費用は、労働者の赴任手当、帰省旅費及び解散手当に要した費用

とする。



(イ) 受注者は、様式２－４に(ア)に要した費用等を取りまとめ、会社が労働者に

支給した額が把握できる調書（受領書）等の写し及び労働者の赴任前、帰省

時及び解散後の住所又は居所を証明する資料を添付し、監督員に提出するこ

と。航空機使用の場合は搭乗が確認できる資料（搭乗半券・搭乗証明書等）

の添付が必要。ＪＲ使用で割引切符のある場合はその額を上限とする。 

カ 賃金以外の食事及び通勤等に要する費用 

(ア) 食事に要する費用 

ａ対象とする費用は、次の労働者の早出、残業時の食事費（事業主負担分）及び

食事補助費に要した費用で次の場合を対象とする。 

・当該工事の特記仕様書において、所定労働時間を超える作業があることを明

示している場合 

・当該工事の施工にあたって、受注者、発注者協議により所定労働時間外の作

業を行うこととなった場合 

ｂ受注者は、様式２－５－１にａに要した費用を取りまとめ、労働者に支給した

額が把握できる調書（受領書）等の写し及び食事に要した費用の領収書等の写

しを添付し、監督員に提出すること。 

(イ) 通勤等に要する費用 

ａ対象とする費用は、次の労働者の通勤等に要した費用とする。 

・会社から現場、あるいは現場から現場までの交通機関等の実費費用に応じて

支給される手当 

・遠隔地での工事で、労働者個人が立替払いした旅費の支弁に当たる手当 

ｂ受注者は、様式２－５－２にａに要した費用を取りまとめ、労働者に支給した

額が把握できる調書（受領書）等の写しを添付し、監督員に提出すること。 

 

（４）労働者確保に要する間接費の変更による設計変更手順等 

ア 発注者は当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を「提示票」

により受注者に提示する。（下表<提示票>に記載して提示） 

提示は、第１回の打ち合わせ時に、監督員から受注者へ提示する。その際には

工事施工協議簿に記載し、会社責任者、担当課長まで押印する。 

 

 

 

 

 

 

 



＜提示票＞ 

 工事名：○○○○○事業 ○○地区 ○○工区 

 予定価格に対する実績変更対象費の割合 

項  目 割合（％） 摘要 

共通仮設費のうち実績変更対象費 ○○ 工事価格に対する割合 

現場管理費のうち実績変更対象費 ○○ 工事価格に対する割合 

工事価格  100  

消費税相当額   10  

工事費計  110  

 

 

イ 受注者は、労働者確保に要する間接費の契約変更を請求する場合は、実績変更

対象費の割合（提示票）を参考にして、作成済みの工事実施可能な予算計画から

「実績変更対象費に関する実施計画書」（様式１）を作成し工事着手までに監督員

に提出するものとする。その際には内容について精査を行い、工事施工協議簿に

記載し、会社責任者、担当課長まで押印する。 

ただし、当初より実績変更対象費の支出実績を踏まえての設計変更を希望しな

い場合には、「実績変更対象費に関する実施計画書」（様式１）の提出は不要とし、

工事施工協議簿で確認を行う。確認後の実績変更対象費の支出実績を踏まえての

設計変更は行わない。 

受注者は、「実績変更対象費に関する実施計画書」（様式１）の提出時には工事

実施可能な予算計画における各費用の内訳がわかる資料（見積書等）を整理し保

管すること。（様式１－１） 

例）営繕費＝予定下請会社名・住所、予定借上住所、予定費用内訳、予定宿泊場

所、予定労働者数、予定送迎距離等 

労務管理費＝予定労働者数、帰省場所等 

ウ 受注者は、労働者確保に要する方策を変更せざるを得なくなった場合は速やか

に、「工事施工協議簿」に変更となる工種を記載し監督員に提出し協議を行う。 

エ 発注者は、提出された資料をもとに変更内容について承諾する場合は「工事施

工協議簿」に押印し受注者に通知する。（押印は、会社責任者、担当課長まで押

印する。） 

 

 

 

 

 



オ 受注者は、最終精算変更時点（最終設計変更時点）において、実績変更対象費

間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、「実績変更対象費に関す

る変更実施計画書」（様式２）及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書

類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を

監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。「実績変更対象費

に関する変更実施計画書」様式２の提出は、工期末の３０日前までに行う。 

なお、証明資料のうち領収書等については、原本を提示し写しを提出すること。

また、金額計算書等については、次の事項が確認できる調書（受領書）等の写し

を提出するものとする。 

(ア) 手当等を現金支給している場合は、労働者が押印又は署名（サイン）してい

ることが確認できる資料の写し 

(イ) 手当等を金融機関等の口座振込により支給している場合は、金融機関等の受

付印のある振込依頼書（受取書）（個別内訳を含む）又は振込領収書（個別内

訳を含む）の写し 

(ウ) 該当現場に従事していたことが証明できる書類の写し（作業員名簿等で

出勤日が確認できる資料） 

※様式２の提出時には、変更後の全体内容・金額と労働者確保の方策変更に

かかる変更分の内容・金額が判る資料を契約会社ごとに記載し添付するこ

と。（様式２－６） 

カ 発注者は、原本と写しが同一であるか確認し提出された「実績変更対象費に関

する変更実施計画書」（様式２）の内容について精査を行い、対象となる間接費

に対して設計変更手続きを行う。実際に支払ったことを証明する資料として適切

でないと発注者が判断した場合等、変更の対象とならない場合は「工事施工協議

簿」により受注者、発注者の確認を行う。（押印は、会社責任者、担当課長まで

押印する。） 

 

（５）契約変更額の算出 

ア 発注者は、「実績変更対象費に関する変更実施計画書」（様式２）の提出があ

った場合には、その内容について確認・検討を行い、実績変更対象費に積上加算

する費用（以下「実績変更対象費（積上加算額）」という。）を算出するものと

する。（別紙－１参考） 

イ 「実績変更対象費の発注者側の積算額と実績変更対象費（積上加算額）の計」

が「受注者が提出した実績変更計画書の額（様式２）」を超えないものとする。 

ウ 労働者確保に要する間接費の契約変更に係る請負代金の変更額は、「実績変更

対象費（積上加算額）」を共通仮設費及び現場管理費に加算し得られた設計額に

請負率を乗じた金額に、消費税等を加えたものとする。 



 なお、「実績変更対象費（積上加算額）」は、設計変更対象と認められた費用

の内、領収書等で証明された費用のみとする。 

（６）契約変更の時期

労働者確保に要する間接費に係る契約変更は、最終精算変更時（最終設計変更

時）に行うものとする。 

（７） 留意事項

ア 証明資料において必要事項が確認できない等、労働者確保に要する間接費とし

て実際に支払ったことを証明する資料として適切でないと発注者が判断した場合、

契約変更の対象としない。 

イ 受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増

加費用については、契約変更の対象としない。 

事業管理グループ 

設計施工グループ 
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様式１

　　実績変更対象費に関する実施計画書

平成　年　月　日

　　発注者

　　受注者　　　　　　　　　　　　　印

（作成担当者　　　　　　　　　）

　　工事名　○○○○事業 ○○地区 ○○工区 （工事番号○○○○）

　上記建設工事に係る実施計画書を提出します。

費 用 内 容 計上額

共  通 営繕費 借上費

仮設費

宿泊費

現  場 労務管

管理費 理費

合 計

小計

小計

募集及び
解散に要
する費用

労働者の赴任手当、労働者の
帰省旅費、労働者の帰省手当

賃金以外
の食事、
通勤等に
要する費
用

労働者の食事補助、交通費の
支給

費 目

現場事務所、試験室、労働者
宿舎、倉庫、材料保管場所等
の敷地借上げに要する地代及
びこれらの建物を建築する代
わりに貸しビル、マンション
、民家等を長期借上げする場
合に要する費用

労働者が、旅館、ホテル等に
宿泊する場合に要する費用

労働者送
迎費

労働者をマイクロバス等で
日々当該現場に送迎輸送（水
上輸送を含む）をするために
要する費用（運転手賃金、車
両損料、燃料費等含む）



様式１－１

実績変更対象費に関する実施計画書（詳細内訳） 単位：円（税抜き）

詳細内容（費用全体を記入） 当初計上額

0

0

合計 0

※本様式により記載が困難な場合は、適宜修正しても構わない。

労
務
管
理
費

募
集
及
び
解
散
に
要
す
る
費
用

賃
金
以
外
の
食
事
、

通
勤
等
に

要
す
る
費
用

小計

費 用

営
繕
費

借
上
費

宿
泊
費

労
働
者
送
迎
費

小計



様式２

　　　実績変更対象費に関する変更実施計画書

平成　年　月　日

　　発注者

　　受注者　　　　　　　　　　　　　印

（作成担当者　　　　　　　　　）

　　工事名　○○○○事業 ○○地区 ○○工区 （工事番号○○○○）

　上記建設工事に係る変更実施計画書を提出します。

計上額 計上額

（当初） （変更）

共  通 営繕費 借上費

仮設費

宿泊費 　　－

　　－

現  場 労務管 　　－

管理費 理費

　　－

　　－

　　－
賃金以外
の食事、
通勤等に
要する費
用

労働者の食事補助、交通
費の支給

小計

合 計

募集及び
解散に要
する費用

労働者の赴任手当、労働
者の帰省旅費、労働者の
帰省手当

労働者をマイクロバス等で
日々当該現場に送迎輸送水上
輸送を含む）をするために要
する費用（運転手賃金、車両
損料、燃料費等含む）

費 目 費 用 内 容 差額

現場事務所、試験室、労働者宿
舎、倉庫、材料保管場所等の敷
地借上げに要する地代及びこれ
らの建物を建築する代わりに貸
しビル、マンション、民家等を
長期借上げする場合に要する費
用

　　－

小計

労働者が、旅館、ホテル
等に宿泊する場合に要す
る費用

　　－
労働者送
迎費



様式2-1

単位：円（税抜き）

費　目 借上費用等（税抜き）

0

その他経費

0

0

注1)　本様式により記載が困難な場合は、適宜修正しても構わない。

注2)　賃貸契約に係る契約書の写し及び借上げに要した費用の領収書等を添付すること。　

借上費合計

賃貸料小計

その他経費小計

借上費集計表

賃貸期間

礼金

その他諸費用



様式2-2

単位：円（税抜き）

宿泊人数（①）
宿泊費

(1泊当、税抜き)
上限額

(1泊当、税抜き)
計上額（1泊当、
税抜き）（②）

宿泊費計(税抜き)
（③=①*②）

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

6,909 0 0

0 宿泊費合計 0

注1)　本様式により記載が困難な場合は、適宜修正しても構わない。

注2)　宿泊費は、食事代（夕・朝食）を除いた額とする。

注3)　労働者ごとの宿泊費に係る領収書等を添付すること。

宿泊日

宿泊費集計表



様式2-3-1

単位：円（税抜き）

費　目 運転手 賃金支給対象月 賃金

0

費　目 走行時間（ｈ） 損料単価 金額(税抜き)

0

車両損料（賃料）小計 0

費　目 給油日 給油量（L) 単価(税抜き) 金額(税抜き)

0

0

車両燃料小計 0

合計 0

注1)　本様式により記載が困難な場合は、適宜修正しても構わない。

注2)　運転手に支給した賃金等が把握できる調書(受領書)等の写し及び燃料費等に係る領収書等を添付すること。

運転手賃金小計

労務管理費（労働者送迎費）集計表



様式2-3-2

単位：円（税抜き）

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

合計 0 送迎時間（分） 0

送迎時間（時間） 0.0

注)　本様式により記載が困難な場合は、適宜修正しても構わない。

日時
送迎
人数

運転手名 送迎経路
送迎距離
（km）

送迎時間
（分）

労働者送迎費集計表

給油



様式2-4

単位：円（税抜き）

費　目 労務者名 （起点） （終点） 支給額(税抜き)

合計 0

注1)　本様式により記載が困難な場合は、適宜修正しても構わない。

注2)　労働者に支給した額が把握できる調書（受領書）等の写しを添付すること。

労務管理費（赴任手当・帰省手当）集計表

注3)　労働者の赴任前、帰省時及び解散後の住所又は居所を証明する資料（免許証、社員証等の写し）を添付す
　　ること。



様式2-5-1

単位：円（税抜き）

費　目 日付 工種 支給対象者 支給額(税抜き)

合計 0

注1)　本様式により記載が困難な場合は、適宜修正しても構わない。

労務管理費（食費）集計表

注2)　労働者に支給した額が把握できる調書（受領書）等の写し及び食事に要した費用の領収書等を添付する
　　こと。



様式2-5-2

単位：円（税抜き）

費　目 支給対象者 （起点） （終点） 支給額(税抜き)

合計 0

注1)　本様式により記載が困難な場合は、適宜修正しても構わない。

注2)　労働者に支給した額が把握できる調書（受領書）等の写しを添付すること。

労務管理費（通勤費）集計表



様式２－６

実績変更対象費に関する変更実施計画書（詳細内訳） 単位：円（税抜き）

詳細内容（費用全体を記入） 当初計上額 変更計上額 該当

小計

（該当したもの）

小計（該当したもの）

合計

合計（該当したもの）

※本様式により記載が困難な場合は、適宜修正しても構わない。

※変更なしの場合も記入（全体を記入）、労働者確保の該当には〇、該当しない場合は×を記入。

※詳細内容は契約会社ごとに記載する。

借上費小計

宿
泊
費

宿泊費小計

労
働
者
送
迎
費

労働者送迎費小計

（該当したもの）

費 用

借
上
費

営
繕
費

（該当したもの）

（該当したもの）

募
集
及
び
解
散
に
要
す
る
費
用

（該当したもの）

募集及び解散に要する費用　小計

賃
金
以
外
の
食
事
、

通
勤
等
に
要

す
る
費
用

小計

（該当したもの）

労
務
管
理
費

賃金以外の食事、通勤等に要する費用　小計



取引単価調書 様式３

単位：円（税抜き）

取引単価(現着)
（円/m3）

使用数量
（m3）

金額(参考)
（円）

①' ②' ③'＝①'×②'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

取引単価(現着)
（加重平均）
（円/m3）

合計 #DIV/0! 0 0

購入月日




